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○津幡町地域公園有料広告掲載取扱要綱 

平成２７年１０月１９日 

津幡町告示第１０９号 

改正 平成２８年３月２８日津幡町告示第４１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、津幡町地域公園条例（平成２２年津幡町条例第１０号。以下「条例」とい

う。）第８条第２項の規定に基づき、地域公園への広告物掲出に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（広告掲載の範囲） 

第２条 地域公園に広告を掲載できる範囲等は、津幡町有料広告掲載要綱（平成２４年津幡町告

示第３号）及び津幡町有料広告掲載基準（平成２４年津幡町訓令第２号）の規定を適用する。 

（広告の条件等） 

第３条 広告の条件は、次のとおりとする。 

（１） 広告は、地域公園のうち、町が指定する公園に掲載する。 

（２） 広告掲載を行う公園、掲載場所、規格、区画数、掲載料及び仕様は、別表第１のとお

りとする。 

（３） 広告の掲載期間は１年単位とし、最長３年とする。ただし、更新は妨げない。 

（広告の掲載募集） 

第４条 広告掲載の募集は、広報つばた又は町ホームページ等により行うものとする。 

２ 募集は、広告枠に空きが生じたときに行うものとする。 

（広告掲載の申込み） 

第５条 広告掲載を希望するもの（以下「広告主」という。）は、掲載を希望する月の前月の１

０日までに、津幡町地域公園有料広告掲載申込書（様式第１号）に次に掲げる書類等を添え

て、町長に提出するものとする。 

（１） 広告原稿 

（２） 資格免許証、諸証明書、その他広告主を確認できる書類 

２ 前項第１号に規定する広告原稿は、電子データで作成するものとし、その作成費用は広告主

の負担とする。 

（広告掲載の決定） 

第６条 町長は、前条に規定する申込書の提出を受けたときは、津幡町有料広告掲載要綱及び津
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幡町有料広告掲載基準の規定に基づき審査を行い、広告掲載の可否を決定するものとする。 

２ 広告掲載の可否について疑義が生じた場合は、津幡町有料広告掲載要綱第９条の規定に基づ

き、津幡町広告審査委員会を開催するものとする。 

３ 町長は、広告掲載の可否について決定を行ったときは、その結果及び条件等について津幡町

地域公園有料広告掲載決定通知書（様式第２号）又は津幡町地域公園有料広告非掲載決定通知

書（様式第３号）により、その旨を広告主に通知するものとする。 

（広告掲載料の納入） 

第７条 広告主は、町長の指定する期日までに、第３条に定める広告の掲載料を前納するものと

する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（広告の製作） 

第８条 広告主は、町が規定する仕様に従い広告を作成するものとし、製作に要する費用は広告

主の負担とする。 

（広告の取り付け等） 

第９条 広告の設置、撤去及び維持管理に係る一切の作業は広告主が行なうものとし、その費用

は広告主の負担とする。 

２ 前項の作業に伴い発生した地域公園のき損による損害については、広告主の責任においてそ

の費用を賠償しなければならない。 

（広告掲出物の維持管理） 

第１０条 町は広告掲出物の美観を保持するため、広告掲載期間内に掲出物が劣化等により破損

が発生した場合には、広告主に対し同一の広告の掲出を求めることができ、広告主は正当な理

由がない限りこの求めに応じなければならない。 

（原状回復の義務） 

第１１条 広告主は、広告掲載期間が満了したとき及び津幡町有料広告掲載要綱第７条の規定に

基づき許可を取り消されたときは、自らの責任において直ちに広告を撤去し、原状に回復しな

ければならない。 

２ 広告主が前項の広告の撤去及び原状回復をしない場合、町長は自らこれを撤去し、原状に回

復することができる。この場合において、当該撤去及び原状回復に要した費用は、広告主に請

求することができる。 

（広告主の提出義務） 

第１２条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに津幡町地域公園有料広告
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掲載内容変更届（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

（１） 広告の掲載を取り下げる場合 

（２） 広告を差し替える場合 

（３） 前２号に規定するもののほか、津幡町地域公園有料広告掲載申込書の記載内容に変更

が生じた場合 

（広告掲載料の返還） 

第１３条 広告の掲載料は返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲

載ができなくなった場合は、その全額又は一部を返還する。 

２ 前項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。 

３ 町は、広告が掲載できなかったことにより生じるいかなる損害についても、広告掲載料の返

還以外の責めを負わないものとする。 

４ 本条の規定による広告掲載料の返還を受けようとする者は、津幡町地域公園有料広告掲載料

返還請求書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第１４条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町と広告主双方が誠意をも

って協議し、解決を図るものとする。 

（雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２８日津幡町告示第４１号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

地域

公園

名 

場所 規格 材質 加工 色調 区画数 掲載料 

（１区画あたり） 

新幹

線の

見え

階段蹴込

み 

縦０．１５

メートル×

横２．１メ

剥離しな

いものと

するこ

直射日光、

風雨、踏み

つけ等によ

公園に調

和する色

であれば

２０区画 ５，０００円／年 
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る丘

公園 

ートル と。 って急激に

劣化しない

ような加工

を施したも

のとするこ

と。 

制限を設

けない

が、あら

かじめ町

の承認を

得るこ

と。 

東屋入口 縦１．０メ

ートル×横

２．０メー

トル 

１区画 ２９，０００円／

年 

ベンチ 縦０．４メ

ートル×横

１．５メー

トル 

４区画 ９，０００円／年 

フェンス 縦０．６メ

ートル×横

１．１５メ

ートル 

アルミ複

合板を使

用するこ

と。 

３区画 ２０，０００円／

年 

備考 上記の仕様によりがたい場合は、広告主と別途協議する。 
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